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「
満
州
事
変
」
（
九
二
八
事
変
等
の
名
称
が
あ
る
が
、
以
下
、
本
書
使

用
の
満
州
事
変
で
統
一
）
に
関
し
て
は
日
中
戦
争
の
起
点
問
題
と
も
か
ら
み
、

争
点
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
一
九
三
～
年
満
州
事

変
か
ら
三
三
年
の
塘
沽
停
戦
協
定
ま
で
の
国
民
政
府
の
外
交
政
策
を
論
じ
る

本
書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
歓
迎
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
を

対
象
と
す
る
理
由
は
、
日
申
関
係
が
満
州
事
変
を
発
端
に
後
の
全
面
戦
争
に

繋
が
る
重
大
危
機
に
陥
り
始
め
、
ま
た
塘
沽
停
戦
協
定
で
日
申
危
機
が
一
段

落
し
た
と
し
、
こ
の
期
間
の
紆
余
曲
折
を
経
て
、
中
国
の
対
日
基
本
路
線
が

確
定
し
た
か
ら
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
国
近
現
代
史
に
関
し
て
い
え
ば
、

中
国
共
産
党
（
以
下
、
中
共
と
略
称
）
の
み
な
ら
ず
、
国
民
党
、
第
三
勢
力

を
歴
史
の
舞
台
に
登
場
さ
せ
、
中
共
を
相
対
化
し
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
傾
向
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
～
国
史
の
枠
を
越
え
、
東
ア

ジ
ア
、
国
際
関
係
の
視
点
か
ら
中
国
を
考
察
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

当
然
、
そ
の
一
環
と
し
て
国
民
政
府
の
外
交
政
策
も
そ
の
実
態
、
及
び
意
義

と
限
界
を
正
確
に
押
さ
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
換
言

す
れ
ば
、
三
〇
年
代
の
中
国
史
研
究
は
政
治
、
経
済
、
社
会
各
側
面
で
蓄
積

し
て
お
り
、
外
交
史
方
面
で
は
、
日
本
外
務
省
申
心
に
分
析
し
た
愈
辛
淳

『
満
洲
事
変
期
の
中
日
外
交
史
研
究
』
（
東
方
書
店
、
～
九
八
六
年
）
等
も

出
版
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
意
識
的
に
し
ろ
無
意
識
的
に
し
ろ
、
こ
う
し
た

流
れ
、
研
究
蓄
積
を
受
け
て
、
日
申
双
方
の
楢
案
・
史
料
を
駆
使
し
て
、
外

交
史
を
通
じ
て
国
民
政
府
の
本
格
的
な
再
評
価
を
期
し
た
も
の
と
い
え
る
。

二

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
。

序
論結目第第第第第暴

論七六五四三ニー
　章章章章章章章

南
京
政
府
初
期
の
対
日
関
係

「
国
際
的
解
決
」
へ
の
固
執

内
憂
問
題
と
対
日
接
近

日
中
危
機
と
対
ソ
復
交

「
徹
底
抗
日
」
論
の
再
燃
と
対
日
政
策
の
分
裂

政
策
転
換
へ
の
情
勢
と
条
件

「
局
部
的
妥
協
」
i
I
確
定
の
中
の
未
確
定
一

三

　
各
章
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
通
り
。

　
序
論
で
、
①
中
国
対
日
致
策
の
国
内
的
制
約
、
特
に
中
共
等
の
「
反
政
府

諸
勢
力
」
の
影
響
、
②
国
民
政
府
の
対
外
認
識
、
及
び
英
米
、
特
に
ソ
連
と

の
関
係
、
③
日
本
の
政
策
・
行
動
が
国
民
政
府
の
政
策
に
与
え
た
影
響
、
及

び
④
内
外
危
機
を
背
景
と
す
る
国
民
政
府
の
政
策
の
「
多
重
性
」
と
「
変
動

性
」
に
着
屋
、
と
り
わ
け
⑤
中
国
、
台
湾
、
そ
し
て
日
本
に
も
根
強
く
残
る
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政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
感
情
論
、
「
善
悪
二
元
論
」
、
及
び
先
入
観
を
克
服
し
、

客
観
的
・
学
問
的
な
立
場
か
ら
研
究
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
研
究
の
偏
り
を
是

正
す
る
と
強
調
す
る
。

　
第
一
章
は
本
書
の
前
史
と
い
う
べ
き
位
置
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
京
国

民
政
府
が
一
地
方
政
権
か
ら
全
国
政
権
に
成
長
し
、
外
交
活
動
に
初
め
て
取

り
組
ん
だ
時
期
、
す
な
わ
ち
二
七
年
四
・
　
ニ
ク
ー
デ
タ
か
ら
、
山
東
罵
言
、

不
平
等
条
約
の
改
正
交
渉
を
経
て
、
「
親
英
米
、
嫌
日
」
に
転
換
し
た
満
州

事
変
に
至
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
国
民
政
府
は
社
会
に
お
け
る
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
を
背
景
に
、
国
内
空
負
条
件
が
未
整
備
な
状
態
で
、
実
力

の
伴
わ
な
い
国
権
回
復
要
求
を
焦
燥
に
追
求
し
た
と
す
る
。

　
第
二
章
で
は
、
満
州
事
変
か
ら
五
ヵ
月
間
、
国
民
政
府
の
政
策
を
、
①
軍

事
的
不
抵
抗
、
②
外
交
非
妥
協
、
③
「
国
際
的
解
決
一
辺
倒
」
の
三
方
向
か

ら
分
析
す
る
。
す
な
わ
ち
、
対
日
断
交
、
宣
戦
が
広
く
要
請
さ
れ
た
が
、
国

民
政
府
は
こ
れ
を
「
自
殺
行
為
」
と
考
え
、
軍
事
的
不
抵
抗
を
と
り
な
が
ら

も
、
外
交
で
は
、
対
日
直
接
交
渉
拒
否
と
い
う
非
妥
協
的
姿
勢
を
堅
持
し
た
。

ま
た
、
三
～
年
一
二
月
か
ら
翌
　
月
ま
で
の
孫
科
政
権
が
当
初
犬
養
内
閣
に

期
待
し
て
対
日
直
接
交
渉
を
試
み
た
が
、
う
ま
く
い
か
ず
、
対
日
断
交
へ
と

傾
斜
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
第
三
章
は
三
二
年
一
二
月
ま
で
で
、
日
本
の
国
際
連
盟
無
視
と
列
強
の
無

策
は
「
国
際
的
解
決
一
辺
倒
」
の
誤
り
を
裏
づ
け
た
。
か
く
し
て
、
続
く
蒋

圧
合
作
政
権
は
①
国
際
的
解
決
を
主
軸
と
し
な
が
ら
、
②
軍
事
的
抵
抗
、
③

直
接
交
渉
と
い
う
対
日
「
三
線
並
行
」
方
針
を
打
ち
出
し
、
国
力
充
実
後
、

失
地
回
復
を
お
こ
な
う
と
し
た
。
か
く
し
て
、
国
民
政
府
の
対
日
外
交
は
柔

軟
と
な
っ
た
が
、
「
非
妥
協
」
の
原
則
を
貫
い
た
。
こ
の
時
期
、
国
内
外
の

危
機
が
一
層
深
刻
化
し
、
「
外
患
」
と
中
共
の
ソ
ビ
エ
ト
革
命
等
の
「
内
憂
」

か
ら
「
蓄
蔵
第
一
、
撰
外
第
二
」
と
の
優
先
順
位
を
決
め
た
と
す
る
。

　
第
四
章
で
は
、
三
二
年
日
中
危
機
の
下
、
対
ソ
関
係
の
復
活
か
、
「
反
ソ

反
共
」
で
対
日
和
解
か
の
二
者
択
一
に
迫
ら
れ
た
。
国
民
政
府
は
対
日
接
近

を
目
指
し
、
日
本
に
「
満
州
国
」
放
棄
を
迫
り
、
次
い
で
日
本
の
「
満
州

国
」
承
認
後
は
そ
の
取
消
の
た
め
、
対
日
秘
密
交
渉
を
模
索
し
た
。
だ
が
、

日
本
は
こ
れ
に
応
じ
ず
、
結
局
、
一
二
月
国
民
政
府
が
ソ
連
と
の
国
交
回
復

に
踏
み
切
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
第
五
章
で
は
、
三
差
年
～
二
月
国
民
党
四
期
三
中
全
会
か
ら
三
三
年
熱
河

陥
落
ま
で
の
一
二
ヵ
月
間
、
対
日
方
針
を
巡
り
、
蒋
介
石
ら
「
軍
人
側
」
と
宋

子
文
ら
「
文
官
側
」
の
対
立
を
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
宋
ら
は
侵
略
の
エ
ス

カ
レ
ー
ト
に
憤
慨
し
、
「
徹
底
抗
日
」
、
及
び
「
安
内
」
と
「
撲
外
」
の
同
時

進
行
を
主
張
、
そ
れ
に
対
し
て
、
蒋
ら
「
軍
人
側
」
は
ま
だ
「
最
後
の
関

頭
」
に
な
く
、
「
確
実
な
勝
算
」
が
な
い
と
し
て
「
先
安
内
」
と
い
う
既
定

方
針
の
堅
持
を
主
張
し
た
。
結
局
、
蒋
ら
は
「
徹
底
抗
日
」
方
針
に
同
意
し

た
が
、
非
公
式
ル
ー
ト
を
通
じ
て
戦
争
回
避
の
姿
勢
も
見
せ
た
と
す
る
。

　
第
六
章
で
は
、
三
三
年
二
月
国
際
三
百
に
よ
る
日
中
紛
争
報
告
案
の
採
択

を
契
機
に
、
宋
ら
は
対
日
国
際
制
裁
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
が
、
列
強
の
拒

絶
で
挫
折
し
、
さ
ら
に
熱
河
戦
惨
敗
の
衝
撃
に
よ
り
中
国
は
反
省
を
迫
ら
れ

た
。
か
く
し
て
、
国
際
解
決
路
線
の
破
綻
の
結
果
、
蒋
注
合
作
再
建
に
よ
る

文
武
協
力
体
制
が
形
成
さ
れ
、
今
度
は
「
文
官
側
」
の
強
硬
論
が
批
判
の
対

象
と
な
り
、
抵
抗
の
「
決
心
」
と
「
能
力
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
ん
じ
る
柔
軟

論
が
台
頭
し
た
こ
と
を
論
じ
る
。

　
第
七
章
で
は
、
三
三
年
五
月
塘
沽
停
戦
協
定
ま
で
の
対
日
政
策
の
変
遷
と

転
換
を
論
じ
る
。
四
月
国
民
政
府
は
①
「
先
安
内
」
を
再
確
認
、
②
「
刺
激

的
で
な
い
対
日
政
策
」
、
③
「
局
部
的
妥
協
」
と
い
う
三
段
階
を
経
て
塘
沽
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評書

停
戦
協
定
を
締
結
し
、
同
時
に
本
書
が
重
視
す
る
「
救
国
大
計
」
を
確
立
し

た
。
そ
れ
は
中
共
掃
滅
を
「
安
内
」
の
最
緊
急
課
題
と
し
、
国
家
統
　
の
加

速
に
あ
り
、
そ
の
新
方
針
は
①
国
際
連
盟
や
列
強
を
利
用
し
な
が
ら
も
、
自

力
更
生
と
「
自
救
・
自
存
」
を
立
脚
点
と
し
、
②
軍
事
の
み
に
偏
重
せ
ず
、

国
民
の
生
産
力
、
経
済
、
交
逓
等
の
国
力
増
強
を
救
国
の
根
本
に
置
い
た
。

　
結
論
と
し
て
、
第
一
に
、
国
民
政
府
の
対
日
政
策
は
特
異
性
を
有
し
、
抵

抗
と
交
渉
、
国
際
連
盟
等
へ
の
央
望
と
将
来
の
望
み
、
対
日
敵
金
串
と
「
反

共
」
連
帯
感
等
、
そ
れ
ぞ
れ
両
面
性
が
あ
っ
た
。
第
二
に
、
中
国
で
は
、
従

来
国
民
政
府
の
対
田
政
策
が
反
動
政
策
と
全
面
否
定
さ
れ
て
き
た
が
、
①

「
満
州
国
」
不
承
認
、
領
土
割
譲
条
約
の
不
締
結
を
守
り
、
国
内
で
は
将
来

の
抗
戦
勝
利
に
つ
な
が
る
「
救
国
大
計
」
と
い
う
基
本
方
針
の
確
立
し
た
。

②
「
安
内
耳
外
」
は
非
難
さ
れ
た
が
、
「
安
内
第
一
・
嬢
外
第
二
」
の
順
序

は
正
し
く
、
か
つ
中
共
を
含
む
反
政
府
諸
勢
力
も
国
民
政
府
を
「
中
央
政

府
」
と
し
て
認
め
ず
、
打
倒
対
象
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
政
府
も
～

方
的
に
「
反
政
府
勢
力
消
滅
」
を
停
比
で
き
な
か
っ
た
。
③
華
北
分
離
工
作

は
「
救
国
大
計
」
の
対
日
妥
協
の
限
界
を
越
え
た
こ
と
で
、
国
民
政
府
内
で

日
本
の
侵
略
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
全
申
越
の
「
第
二
『
満
州
国
』

化
を
目
指
し
て
い
る
」
と
の
見
解
が
共
通
認
識
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
全

面
屈
服
か
徹
底
抗
戦
か
と
い
う
「
二
者
択
一
」
の
み
が
残
っ
た
。
国
民
政
府

は
三
三
年
「
救
国
大
計
」
に
よ
る
日
中
緊
張
緩
和
で
、
二
年
間
、
「
暴
騰
」

に
集
中
で
き
、
ま
た
中
共
を
一
割
に
ま
で
滅
退
さ
せ
、
軍
閥
割
拠
も
基
本
的

に
打
破
し
た
。
こ
の
結
果
、
蒋
と
国
民
政
府
の
威
信
は
高
ま
り
、
三
六
年
両

広
事
変
、
西
安
事
変
を
経
て
、
中
共
と
の
合
作
も
実
現
に
向
け
さ
せ
た
。
要

す
る
に
、
三
一
～
三
三
年
は
国
民
政
蔚
の
「
模
索
期
」
、
三
四
～
三
七
年
は

「
救
国
大
計
」
の
実
行
期
で
、
そ
の
準
備
が
な
け
れ
ば
、
対
日
抗
戦
（
三
七

～
四
五
年
）
を
実
行
で
き
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。

四

　
本
書
の
問
題
意
識
は
鮮
明
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
、
意
義
は
相
互
に
関
連
す

る
が
以
下
の
通
り
。

　
第
一
に
、
中
国
で
は
国
民
政
府
を
「
反
共
・
反
入
曽
政
府
」
と
見
な
し
、

全
薦
否
定
し
て
き
た
。
現
在
、
国
民
政
府
の
一
定
の
役
割
を
認
め
た
研
究
も

出
て
き
た
が
、
不
十
分
と
す
る
。
他
方
、
台
湾
で
は
「
肯
定
一
辺
倒
」
で
あ

っ
た
が
、
蒋
介
石
・
国
民
政
府
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
研
究
も
現
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
日
本
で
の
研
究
は
中
国
側
に
関
す
る
研
究
は
少
な
く
、
か
つ
国
民

政
府
の
「
対
日
妥
協
・
無
抵
抗
」
と
す
る
「
革
命
史
観
」
（
い
わ
ば
「
中
共

史
観
」
）
の
影
響
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
、

台
湾
、
日
本
の
従
来
の
研
究
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
等
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
厳
し

く
批
判
し
、
そ
れ
か
ら
離
れ
た
客
観
的
な
歴
史
研
究
の
確
立
を
目
指
す
。
た

だ
し
、
本
書
は
中
国
主
流
の
「
抗
日
八
年
戦
争
論
」
を
基
本
的
に
と
り
、
三

～
～
三
七
年
は
抗
戦
の
た
め
の
準
備
期
間
（
前
史
）
と
し
て
、
そ
の
前
半
・

「
模
索
期
」
の
み
を
と
り
あ
げ
る
。

　
第
二
に
、
準
備
期
間
の
前
半
三
一
～
三
三
年
を
さ
ら
に
六
段
階
の
細
区
分

し
、
国
民
政
府
内
の
意
見
対
立
、
政
策
決
定
過
程
等
に
踏
み
込
み
、
各
時
期

の
特
質
を
導
き
出
す
。
そ
の
際
、
国
民
政
府
の
「
冷
静
な
対
応
」
を
強
調
し
、

そ
の
ス
タ
ン
ス
、
政
策
を
肯
定
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
塘
沽
停

戦
協
定
は
河
北
省
東
部
か
ら
の
中
国
軍
撤
退
、
非
武
装
地
帯
と
い
う
「
屈
辱

的
」
な
も
の
と
認
め
な
が
ら
も
、
協
定
締
結
ま
で
の
経
緯
、
「
救
国
大
計
」

は
「
妥
協
目
売
国
」
と
は
い
え
な
い
と
断
言
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
救
国
大

計
」
の
み
な
ら
ず
、
「
安
内
」
に
集
中
で
き
る
安
定
期
を
も
た
ら
し
た
と
い
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う
点
で
塘
沽
停
戦
協
定
を
も
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
本
書
の
価
値
は
お
そ
ら
く
中
国
側
か
ら
見
た
外
交
史
と
い
う
点

に
あ
り
、
蒋
介
石
を
主
軸
に
国
民
政
府
の
外
交
政
策
に
積
極
的
に
光
を
当
て
、

そ
れ
を
高
く
評
価
す
る
。
そ
の
際
、
申
国
と
日
・
英
・
米
・
ソ
と
の
国
際
関

係
が
、
国
内
問
題
と
し
て
中
共
と
の
関
係
も
絡
め
て
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

国
民
政
府
が
一
貫
し
た
領
土
不
割
譲
の
強
い
意
志
を
も
っ
て
日
本
と
の
交
渉

に
臨
み
、
国
力
・
軍
事
力
が
弱
い
中
国
と
い
う
現
実
の
中
で
外
交
を
重
視
し

た
こ
と
、
そ
し
て
「
安
内
擁
外
」
方
針
に
よ
り
国
力
の
充
実
・
国
家
統
一
を

優
先
し
、
そ
れ
に
成
功
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

　
第
四
に
、
上
述
の
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
、
中
国
の
第
二
歴
史
桜
案
館
、

日
本
の
外
交
史
料
館
、
国
会
図
書
館
は
も
ち
ろ
ん
、
台
湾
の
国
民
党
党
史
委

員
会
、
国
史
舘
等
の
大
量
の
門
訴
、
史
料
を
使
用
、
か
つ
日
中
両
国
出
版
の

史
料
集
、
回
重
重
等
で
補
強
す
る
こ
と
で
充
実
を
図
っ
た
。
そ
し
て
、
緻
密

な
実
証
に
よ
っ
て
複
雑
な
諸
相
に
切
り
込
み
、
構
造
的
に
解
明
し
よ
う
と
し

た
。
こ
の
姿
勢
は
高
く
評
価
で
き
る
。

五

　
で
は
、
こ
こ
で
幾
つ
か
の
疑
問
点
、
問
題
点
を
提
示
し
た
い
。

　
第
一
に
、
本
書
の
問
題
意
識
に
対
し
て
大
筋
で
同
意
す
る
が
、
た
だ
中
国

に
残
る
「
革
命
史
観
」
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
蒋
介
石
ら
の
現
実

を
客
観
視
し
た
「
冷
静
さ
」
を
強
調
し
、
そ
れ
に
対
立
す
る
者
や
「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
に
対
し
て
は
「
情
緒
」
的
と
批
判
し
、
問
題
を
単
純
化
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
民
政
府
の
政
策
の
ほ
と
ん
ど
に
理
解
を
示
し
、
も
し
く
は

追
認
、
免
罪
す
る
と
い
う
、
逆
の
意
味
で
の
「
善
悪
二
元
論
」
、
す
な
わ
ち

「
国
民
党
史
観
」
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
換
雷
す
れ
ば
、
国
民
政

府
の
意
義
だ
け
が
強
調
さ
れ
、
限
界
が
見
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

日
本
で
も
「
革
命
史
観
」
が
根
強
く
残
る
と
す
る
が
、
私
に
は
そ
う
は
思
え

な
い
。
日
本
で
は
、
新
た
な
流
れ
は
す
で
に
で
き
あ
が
っ
て
お
り
、
例
え
ば
、

「
安
内
面
外
」
評
価
に
関
し
て
は
、
日
本
で
は
今
井
駿
（
「
対
日
抗
戦
と
蒋

介
石
」
『
中
国
国
民
政
府
史
の
研
究
機
器
古
書
院
、
一
九
八
六
年
）
が
こ
れ

に
「
抗
日
的
側
面
」
を
見
い
だ
し
、
井
上
久
士
（
「
国
民
政
府
と
抗
日
民
族

統
一
戦
線
の
形
成
」
同
前
所
収
）
は
第
二
次
国
共
合
作
を
「
面
内
」
の
完
成

と
見
て
お
り
、
私
（
「
日
中
十
五
年
戦
争
論
再
考
」
『
歴
史
評
論
』
五
六
九
号
、

一
九
九
七
年
九
月
）
も
そ
の
経
済
建
設
や
新
生
活
運
動
か
ら
同
様
な
見
解
に

立
つ
（
結
論
は
異
な
る
が
、
石
島
紀
之
「
国
民
政
府
の
『
安
内
擁
外
囲
政
策

と
そ
の
破
産
」
隅
抗
日
戦
争
と
中
国
民
衆
扇
法
律
文
化
社
、
一
九
八
七
年
目

詳
細
な
時
期
区
分
を
し
て
い
る
）
。
そ
の
他
、
樹
中
毅
「
纂
輯
撲
外
戦
略
と

中
国
国
民
党
の
致
策
決
定
過
程
」
（
『
法
学
政
治
学
論
究
匝
三
九
号
、
～
九
九

八
年
）
は
国
家
分
裂
の
危
機
克
服
面
で
の
意
義
を
あ
げ
る
。
序
論
註
㈲
等
で
、

「
参
照
に
す
べ
き
」
著
書
・
論
文
等
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
あ
ま

り
参
考
に
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
本
書
は
当
時
の
国
共
両
党

の
力
壷
差
を
無
視
し
、
中
共
も
逆
の
意
味
で
の
「
安
内
擾
外
」
を
と
っ
て
い

た
と
見
な
し
、
国
民
政
府
が
一
方
的
に
攻
撃
停
止
は
で
き
な
か
っ
た
と
理
解

を
示
す
。
し
か
し
、
国
民
政
府
は
国
際
的
に
は
確
か
に
脆
弱
で
あ
っ
た
が
、

中
共
に
比
し
て
圧
倒
的
な
力
量
・
武
力
を
有
し
て
い
た
事
実
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
、
こ
の
問
題
は
解
明
で
き
な
い
。

　
第
二
に
、
時
期
区
分
、
抗
日
戦
争
の
起
点
に
つ
い
て
。
本
書
は
対
象
時
期

を
二
七
年
四
・
～
ニ
ク
ー
デ
タ
か
ら
始
め
る
の
は
蒋
介
石
の
「
対
日
観
」
の

変
遷
を
際
立
た
せ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
国
民
政
府
に
焦
点
を
当

て
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
北
伐
完
成
後
の
二
八
年
～
○
月
露
京
国
民
政
府
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評書

の
正
式
成
立
か
ら
立
論
し
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
時
点
で
訓
政
体
制
が
確
立
、
「
国
民
政
府
組
織
法
」
等
が
制
定
さ
れ
、

機
構
的
に
も
立
法
・
行
政
・
司
法
・
考
試
・
監
察
上
院
が
設
立
、
七
項
建
設

も
打
ち
出
さ
れ
、
基
本
的
機
構
・
方
針
が
定
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

私
も
著
者
と
同
じ
く
「
八
年
戦
争
論
」
に
立
ち
、
こ
の
時
期
を
抗
戦
準
備
時

期
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
だ
が
、
周
知
の
如
く
「
日
中
十
五
年
戦
争
論
」
の

主
要
な
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
馬
占
山
ら
の
東
北
義
勇
軍
の
抗
日
活
動
は
田
本

の
侵
略
行
為
を
牽
制
し
て
お
り
、
い
か
な
る
歴
史
的
評
価
を
与
え
る
か
は
別

と
し
て
捨
象
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
塘
沽
停
戦
協
定
は
日
本
側

の
侵
略
意
図
・
行
為
の
一
貫
性
、
連
続
性
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、

こ
の
点
に
関
す
る
著
者
の
見
解
は
ど
う
か
。

　
第
三
に
、
本
書
は
「
文
官
側
」
の
「
抗
戦
論
」
と
「
軍
人
側
」
の
対
日

「
協
調
論
」
は
新
た
な
視
点
と
し
て
興
味
深
く
読
ん
だ
が
、
「
文
官
」
、
「
軍

人
」
と
い
う
区
分
は
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
「
文
官
」
、
「
軍

人
」
と
も
本
書
で
の
定
義
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
文
官
」
も
「
軍

人
」
も
一
律
で
は
な
く
、
多
種
多
様
で
、
そ
れ
ぞ
れ
各
派
閥
に
分
か
れ
、
対

日
政
策
に
つ
い
て
も
～
様
で
は
な
い
。
本
書
で
は
、
「
文
官
」
と
し
て
実
質

的
に
量
子
文
、
羅
文
幹
ら
欧
米
派
の
み
を
指
す
が
、
陳
立
夫
ら
「
C
・
C
」

系
、
及
び
「
親
臼
派
」
で
実
務
派
の
黄
郭
、
懸
樋
ら
政
学
派
も
い
わ
ば
「
文

官
側
」
に
包
括
さ
れ
、
欧
米
派
と
は
全
く
異
な
る
動
向
を
示
し
た
。
ま
た
、

「
軍
人
側
」
も
問
題
で
あ
る
。
本
書
で
は
「
蒋
介
石
ら
軍
人
側
」
と
い
う
書

き
方
を
し
、
主
に
蒋
直
系
軍
幹
部
な
ど
を
指
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
石
島
紀

之
（
前
掲
論
文
）
に
よ
れ
ば
、
三
二
年
六
月
以
降
、
日
本
の
熱
河
侵
略
に
対

し
て
軍
内
部
に
も
抗
日
要
求
が
高
ま
っ
た
が
、
蒋
は
そ
れ
を
押
さ
え
、
「
安

内
」
優
先
を
強
調
し
た
と
し
、
蒋
と
軍
人
と
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
。
蒋
を

「
軍
人
代
表
」
と
は
で
き
ず
、
錯
綜
し
、
蒋
は
各
派
閥
権
力
バ
ラ
ン
ス
の
上

に
乗
っ
て
い
た
と
考
え
た
方
が
事
実
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
で
き
れ
ば
、

共
同
歩
調
を
と
っ
た
軍
人
と
そ
れ
以
外
の
軍
人
の
図
表
を
作
成
し
、
具
体
的

に
明
記
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

　
第
四
に
、
国
民
政
府
・
国
民
党
の
弾
圧
対
象
を
、
中
共
や
反
蒋
派
軍
閥
だ

け
に
還
元
す
る
こ
と
で
論
理
を
明
確
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
弾
圧
は
中
共
や

反
蒋
軍
閥
だ
け
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
書
で
、
ほ

と
ん
ど
捨
象
さ
れ
て
い
る
第
三
勢
力
や
学
生
運
動
等
を
含
め
る
と
、
当
時
の

状
況
が
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
。
こ
れ
ら
運
動
を
単
に
「
情
緒
」
的
と
片

づ
け
ら
れ
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
い
か
に
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る

か
の
問
題
と
も
連
動
す
る
。
そ
れ
は
中
共
と
異
な
り
、
国
民
政
府
打
倒
で
は

な
く
、
国
民
政
府
に
抗
戦
を
求
め
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
本
書

で
は
両
広
事
変
、
西
安
事
変
の
み
に
触
れ
る
が
、
本
書
の
対
象
時
期
に
含
ま

れ
る
三
二
年
一
二
月
民
権
保
障
同
盟
や
三
三
年
三
月
国
民
禦
甘
煮
救
会
の
成

立
、
三
三
年
＝
月
～
三
四
年
～
月
福
建
人
民
革
命
政
府
の
樹
立
等
を
完
全

に
捨
象
す
る
。
そ
の
結
果
、
第
二
次
国
共
合
作
が
国
民
政
府
の
「
安
内
擾

外
」
政
策
の
成
功
の
み
で
樹
立
さ
れ
た
か
の
如
き
、
錯
覚
を
与
え
る
。
さ
ら

に
対
日
経
済
絶
交
運
動
、
日
本
品
ボ
イ
コ
ッ
ト
も
、
申
国
の
脆
弱
な
民
族
資

本
を
守
り
、
日
本
の
経
済
侵
略
に
打
撃
を
加
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
が

極
度
の
危
機
感
を
抱
き
、
そ
れ
を
直
接
間
接
に
弾
圧
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
国
民
政
府
の
再
評
価
の
姿
勢
に
異
存
は
な
い
が
、
同
時
に
中
共
、
第
三

勢
力
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
、
歴
史
的
役
割
を
実
証
し
、
そ
れ
ら
を
組
み
合

わ
せ
、
総
合
化
す
る
こ
と
で
新
た
な
中
国
近
現
代
史
像
を
提
示
す
る
段
階
に

入
っ
た
と
考
え
る
。

　
最
後
に
全
体
の
読
後
感
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
本
書
の
対
象
が
重
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要
時
期
と
は
い
え
、
外
交
史
を
論
じ
る
に
は
ス
パ
ン
が
短
か
過
ぎ
、
「
模
索

期
」
だ
け
で
、
実
質
的
な
抗
戦
準
備
時
期
と
す
る
三
四
～
三
七
年
は
「
愚
稿

で
詳
述
」
と
あ
り
、
惜
し
ま
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
模
索
期
」
の
成
果
と
し

て
の
抗
戦
準
備
の
推
移
と
具
体
的
状
況
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
、
初
め

て
「
模
索
期
」
を
正
確
に
位
置
づ
け
、
そ
の
意
義
と
限
界
を
押
さ
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
、
種
々
書
い
て
き
た
が
、
本
書
は
国
際
関
係

を
踏
ま
え
、
三
一
～
三
三
年
に
お
け
る
国
民
政
府
の
内
部
対
立
、
国
内
政
策
、

外
交
政
策
を
、
そ
の
決
定
過
程
に
ま
で
踏
み
込
み
、
一
次
史
料
を
用
い
て
丹

念
に
細
部
に
わ
た
っ
て
論
証
し
て
い
る
。
本
書
は
、
日
本
よ
り
も
特
に
中
国

で
の
研
究
を
意
識
し
、
そ
れ
を
批
判
し
た
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
国
民
政
府

の
外
交
が
押
さ
え
ら
れ
、
豊
本
の
外
交
史
研
究
と
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
日
中

双
方
か
ら
構
造
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
日
本
軍
の
熱
河
侵
略

で
国
民
政
府
が
受
け
た
衝
撃
、
中
ソ
国
交
回
復
に
至
る
国
民
政
府
の
動
揺
と

決
断
等
、
具
体
的
な
論
証
に
は
学
ぶ
点
も
多
か
っ
た
。
一
読
の
価
値
が
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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